
 

In depth 1 

当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

In depth 
A look at current financial reporting issues 

2020 年 10 月 9 日 
In depth No．2020-06 
金利指標改革についての IFRS 第 9 号、IAS 第 39 号、IFRS 第 7 号、IFRS 第 4 号

および IFRS 第 16 号に対する修正（フェーズ 2）に関する実務ガイド 
FAQ 2.4－将来発動されるフォールバック条項を追加するように契約が修正された場

合、いつ『経済的に同等』を評価すべきか 

質問 

将来発動されるフォールバック条項を追加するように契約が修正された場合、いつ「経済的に同等」を評価すべき

でしょうか。 

回答 

フェーズ2の修正は、「経済的に同等」の評価を行う時期について明確なガイダンスを示していません。 

PwCの見解では、将来の契約上のキャッシュ・フローを決定するための基礎が変更された場合、企業は、契約条

件およびフォールバック条項を評価する必要があります。この評価は、フォールバック条項が契約に追加されたと

きに行います。 

フォールバック条項が直ちに発動しない場合、企業は、キャッシュ・フローに影響を与えるときに経済的に同等であ

ると合理的に見込まれるかどうかを決定する必要があります。 

これは、たとえ直ちにキャッシュ・フローに影響を及ぼさなくても、契約条件の変更時点で条件変更の会計処理を

行うという、フェーズ2以前のIFRS第9号における明確な実務慣行が存在しているためです。そのため、「経済的に

同等」の評価は、変更が「金利指標改革により要求される」かどうか、およびIFRS第9号第5.4.9項に基づいて当該

金融商品の認識の中止を行うかどうかのより広範な評価とともに、契約条件の変更時点で行われなければならず、

契約条件の変更後に行われるものではありません。 

また、これはIFRS第9号第5.4.8項における文言とも整合しています。IFRS第9号第5.4.8項の「経済的に同等」の

例には、契約上のキャッシュ・フローを決定する新たな基礎を生じさせるような変更（すなわち、従前の金利指標の

置換えやフォールバック条項の追加）が含まれていますが、現在のキャッシュ・フローに影響を与える変更ではあ

りません。 
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